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第
二
十
五
条
の
三

令
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
同
項
第
一

号
に
定
め
る
額
を
負
担
上
限
月
額
（
同
項
に
規
定
す
る
負
担
上
限
月
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）と
し
た
な
ら
ば
保

護
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
保
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を

必
要
と
す
る
状
態
と
な
る
者
で
あ
つ
て
、
同
項
第
二
号
に
定
め
る
額
を
負
担
上
限
月
額
と
し
た
な
ら
ば
保
護
を
必

要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条
の
四

令
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給
付
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
及
び
寡

婦
年
金
並
び
に
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
法
律
第
三
十
四
号
」
と
い
う
。）第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
に
基
づ
く
障
害
年
金

二

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
に
基
づ
く
障
害
厚
生
年
金
、
障
害
手
当
金
及
び
遺

族
厚
生
年
金
並
び
に
法
律
第
三
十
四
号
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
に
基
づ
く
障
害
年

金
三

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
基
づ
く
障
害
年
金
及
び
障
害
手
当
金
並
び
に
法
律
第
三

十
四
号
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
に
基
づ
く
障
害
年
金

四

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
に
基
づ
く
障
害
共
済
年
金
、
障
害
共
済

一
時
金
及
び
遺
族
共
済
年
金
並
び
に
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年

法
律
第
百
五
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
基
づ
く
障
害
年
金

五

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
に
基
づ
く
障
害
共
済
年
金
、
障
害
共

済
一
時
金
及
び
遺
族
共
済
年
金
並
び
に
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

年
法
律
第
百
八
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
基
づ
く
障
害
年
金

六

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
に
基
づ
く
障
害
共
済
年
金
、
障
害
共

済
一
時
金
及
び
遺
族
共
済
年
金
並
び
に
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六

十
年
法
律
第
百
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
に
基
づ
く
障
害
年
金

七

移
行
農
林
共
済
年
金
（
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め

の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
附
則
第
十
六

条
第
四
項
に
規
定
す
る
移
行
農
林
共
済
年
金
を
い
う
。）の
う
ち
障
害
共
済
年
金
及
び
移
行
農
林
年
金
（
同
条
第

六
項
に
規
定
す
る
移
行
農
林
年
金
を
い
う
。）の
う
ち
障
害
年
金
並
び
に
特
例
年
金
給
付
（
同
法
附
則
第
二
十
五

条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
特
例
年
金
給
付
を
い
う
。）の
う
ち
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の

八

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
に

基
づ
く
特
別
障
害
給
付
金

九

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
基
づ
く
障
害
補
償
給
付
及
び
障
害
給
付

十

国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）に
基
づ
く
障
害
補
償

十
一

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
に
基
づ
く
障
害
補
償
及
び
同
法
に
基

づ
く
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
補
償
で
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の

十
二

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
に
基
づ
く
特
別

児
童
扶
養
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
並
び
に
法
律
第
三
十
四
号
附
則
第
九
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
福
祉
手
当

（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
一
条
の
五
の
五
」
を
「
第
一
条
の
四
」
に
改
め
る
。

第
一
条
か
ら
第
一
条
の
五
ま
で
を
削
り
、
第
一
条
の
五
の
二
中
「
法
第
六
条
の
二
第
四
項
」
を「
児
童
福
祉
法（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
六
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
と
す

る
。第

一
条
の
五
の
三
中
「
第
一
条
の
五
の
五
」
を
「
第
一
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
の
二
と
す
る
。

第
一
条
の
五
の
四
を
第
一
条
の
三
と
す
る
。

第
一
条
の
五
の
五
中
「
第
六
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
六
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
の
四
と
す

る
。第

八
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
九
の
四
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条

削
除

第
十
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
第
二
十
一
条
の
九
第
五
項
」
を
「
第
二
十
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
第
二
十
一
条
の
九
第
七
項
」
を
「
第
二
十
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
第
二
十
一
条
の
九
の
四
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
の
十
八
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
一
条
の
十
九
中
「
第
二
十
一
条
の
二
十
七
」
を
「
第
二
十
一
条
の
九
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
市
町

村
」
の
下
に「（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
二
十
中
「
第
二
十
一
条
の
三
十
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十
四
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条

を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
二
十
一
中
「
第
二
十
一
条
の
三
十
三
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十
五
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一

条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
の
二
を
第
二
十
五
条
の
二
十
七
と
し
、
第
二
十
五
条
の
次
に
次
の
二
十
五
条
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
の
二

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
費
用
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
指
定
施
設
支
援
（
同
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
費
用
と
す
る
。

一

指
定
施
設
支
援
（
通
所
に
よ
る
指
定
施
設
支
援
を
行
う
場
合
を
除
く
。）
次
に
掲
げ
る
費
用

イ

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用

ロ

光
熱
水
費

ハ

被
服
費

ニ

日
用
品
費

ホ

そ
の
他
指
定
施
設
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
通

常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
つ
て
、
そ
の
施
設
給
付
決
定
保
護
者
（
法
第
二
十
四
条
の
三
第
六
項

に
規
定
す
る
施
設
給
付
決
定
保
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も

の

二

指
定
施
設
支
援
（
通
所
に
よ
る
指
定
施
設
支
援
を
行
う
場
合
に
限
る
。）
次
に
掲
げ
る
費
用

イ

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用

ロ

日
用
品
費

ハ

そ
の
他
指
定
施
設
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
通

常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
つ
て
、
そ
の
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と

認
め
ら
れ
る
も
の
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